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～ 中国調査会社に勤務経験のある弁護士による 

現場経験に基づく実践的解説 ～ 

 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 
自社の成長の柱の一つとして、中国市場における事業の成功は重要であると考えている企業は少なくないと思います。そのような中で、与信

管理、債権回収の実務を把握し、担当者としてやるべきことを知っておくことが重要です。本セミナーでは、中国の法律実務、調査実務の経

験を数多く有する講師が、単なる法律論だけでなく、現場の実務に基づく具体的で実践可能な対応方策案をわかりやすく紹介いたします。 

本セミナーで、与信管理、債権回収に関する基礎知識を学び、中国で安心して事業を行い、利益を生み出すためのポイント習得を目指しま

せんか。 

中国法・中国調査を専門分野の一つとする日本国弁護士。弁護士資格を取得した後、国内企業法務を経験

後、在中国法律事務所・調査会社に勤務。取引時の信用調査、企業調査から与信問題へのアドバイス、契

約書作成、交渉、訴訟、強制執行までワンストップで対応。中国国内の法律法規には様々な明文化されて

いない部分があることを前提に、建前ではない実態に即したサービスを提供、支援している。 
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開催にあたって 

 

税込・資料代含 

  

 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。後日（開催日１週間
～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 
※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 M-SQUARE 2Ｆ 
 
 
 

１．誤ったイメージをなくすことから 
（１）「中国は不合理なことが多い」は嘘である 
（２）「中国ではまともな与信調査はできない」は嘘である 
（３）「中国人と契約書を交わしても意味がない」は嘘である 
（４）「中国の裁判所は信用できず使いものにならない」は嘘である 
（５）「訴訟に勝ってもどうせ回収できない」は嘘である 
（６）「中国案件でも日本の法律事務所を通すと安心だ」は嘘である 
２．担当者としてやるべきこと 
（１）前提知識の獲得（専門知識までは不要） 
（２）与信管理の仕組みを作る 
（３）つかえる信用調査会社をおさえる 
（４）つかえる弁護士をおさえる 
（５）調査会社と弁護士の連携の仕組みを作る 
（６）核となる基本契約書を作る 
（７）いつでも相談できる有識者を確保する 
３．前提知識 
（１）事前の予防が最重要 
（２）中国特有の商慣習 
（３）中国特有の法制度、実務の実態 
（４）信用調査とは何か 
（５）信用調査料金の相場観 
（６）自社でできる信用調査例 
（７）信用調査結果の限界、注意点 
（８）信用不安情報の例、チェックポイント 
（９）時効管理 
（１０）時効を止めるには？ 
４．トラブル発生時の対応 
（１）事実関係の調査（百聞は一見に如かず） 
（２）資産調査 
（３）いちばん費用対効果のある債権回収方法は？ 
（４）交渉 
（５）担保の設定 
（６）強制執行認諾文言付公正証書の活用 
（７）民事訴訟による回収 
（８）強制執行による回収 
５．中国代理人との付き合い方 
（１）中国人と日本人の考え方の違い 
（２）中国代理人をうまく活用する方法は？ 
（３）調査会社と律師事務所の使い分け 
（４）日本の法律事務所、コンサル会社等を通すべきか 
（５）中国調査会社の実態 
（６）どこまで調査できるのか 
（７）正しい調査会社との付き合い方          ※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。    

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 
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